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宮城の未来をつくる33の取組第 4章

県政運営の理念である「富県共創！ 活力とやすらぎの邦づくり」を実現するため，３つの政
くに

策推進の基本方向に沿って，宮城の未来をつくる３３の取組を行います。
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第２節 安心と活力に満ちた地域社会づくり
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39

【１０年後に目指す宮城の姿】

◯ 障害の有無等にかかわらず，だれもが自由に移動し社会活動に参加できるまち

づくりが進められています。

◯ 民間企業等において，障害者の安定的な雇用が促進され，働く意欲と能力のあ

る障害者の就業の場が増加しています。

◯ 重い障害があっても，本人の自己決定が尊重されるとともに，障害による不便

さが社会全体で補われ，自分が住みたい地域で自立して生活しています。

◯ 保健・医療・福祉それぞれの関係機関の連携による様々な支援を通じ，難病患

者が在宅で安心した療養生活を送っています。

取 組 22

ো͕あって҆৺͠てੜ׆Ͱ͖るҬࣾձの࣮ݱ

【その実現のために県として行う取組の方向】

◇ バリアフリー・ユニバーサルデザイン社会実現のための施設整備及び普及啓発の
※ ※

促進

◇ 働く意欲のある障害者等の就職活動を支える能力開発の場の確保や相談・指導体

制の充実

◇ 障害者の地域生活を支える相談支援体制の整備の促進

◇ 障害の有無や年齢にとらわれない利用者ニーズに応じた柔軟な福祉サービスや地

域での支え合いへの支援

◇ グループホームなど，身近な地域での住まいの場や日中活動の場など生活基盤の
※

整備の促進

◇ 難病患者やその家族に対する日常生活における相談支援体制の整備及び地域交流

活動の促進など，難病患者が在宅で安心して療養生活を送ることができる環境の整備

※バリアフリー＝高齢者・障害者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去（フリー）すること。物理的，社会的，
制度的，心理的な障壁，情報面での障壁などすべての障壁を除去するという考え方。

※ユニバーサルデザイン＝あらかじめ，障害の有無，年齢，性別，人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境
をデザインする考え方。

※グループホーム＝地域において，少人数の利用者が必要な支援を受けながら共同で生活する住居。
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６

第３章　地域で安心して生活するために
①相談支援の充実強化
②利用者本位のサービスの提供
③地域支援体制の整備

第１節　ケアマネジメントと相談支援
体制の拡充

①年金，手当等の充実
②経済的負担の軽減
③生活福祉資金の貸付け
④公費負担医療制度の充実

第２節　生活安定のための支援

①適切なリハビリテーションの供給第３節　リハビリテーションの推進

１　在宅支援体制の充実
①在宅の障害のある人への支援
②家族・介護する人への支援
③各種生活訓練等の充実
④福祉用具の普及促進

２　施設支援体制の充実
①施設入所支援体制の充実
②グループホーム等や日中活動事業所の体制の充実
③拓桃医療療育センターの整備

第４節　療育，介護・訓練等のサービ
スの充実

１　障害の予防・早期発見とケア体制の充実
①母子保健等の推進
②精神疾患の予防と早期治療の推進
③健康づくりの推進
④障害のある人の健康診査体制の充実
⑤難病対策の推進
⑥保健活動の基礎整備

２　医療の充実
①医療等の充実
②救急医療体制の整備

第５節　保健・医療サービスの充実

①人材育成・確保に向けた環境整備
②資質の向上

第６節　福祉人材の育成・確保

１　防犯対策の充実
①防犯対策の充実

２　防災対策の充実
①災害発生時の支援体制
②災害に強い施設の整備
③災害発生時の対応
④情報提供体制の整備

第７節　防犯・防災対策の充実
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障害のある人
の現状
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８

宮城県において平成２１年度末に身体障害者手帳の交付を受けている人の総数は，８０，２６３人で，
５年前の平成１６年度末と比較すると８，１２８人増加しています。県人口に占める割合は３．４％となっ
ています。
障害種別ごとにみると，肢体不自由が最も多く，４２，９５３人と全体の５３．５％を占めていて，心臓
機能障害の１３，９２４人（１７．３％），聴覚・平衡機能障害の６，１９６人（７．７％），視覚障害の５，６２６人（７．０％）
と続きます。また，内部障害を合計すると２４，４５５人（３０．５％）となり，肢体不自由と内部障害で
全体の８割以上と大部分を占めています。
障害の程度を等級別にみると，重度障害の１級が２５，３７８人（３１．６％），２級が１３，７０３人（１７．１％）
で，重度障害が全体の約半数を占めています。

身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害ののののののののののののののののののののああああああああああああああああああああるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる身体障害のある人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人身体障害のある身体障害のある人人１

身体障害者手帳所持者の等級別の推移

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

H16

H21

身体障害者手帳所持者の障害種別の推移

聴覚・平衡機能障害
心臓機能障害
ぼうこう・直腸機能障害

音声・言語・そしゃく機能障害
腎臓機能障害
小腸機能障害

視覚障害
肢体不自由
呼吸器機能障害
免疫機能障害

1級 2級 3級 4級 5級 6級

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

H16

H21 5,626 6,196

1,033

968

2,056 3,226 66 84

1,845

42,953 13,924 5,099

5,593 5,984 39,688 11,592 4,101

25,378

21,808 13,257 13,095 13,768 5,532 4,675

13,703 14,006 16,763 5,807 4,606

2,278 56 30
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９

宮城県で平成２１年度末に療育手帳の交付を受けている人の総数は，１５，３８２人で，５年前の平成１６
年度末と比較すると３，４４３人増加しています。県人口に占める割合は０．６６％となっています。
障害の程度別にみると，療育手帳Ａ（重度）所持者の割合は４５．１％となっており，５年前の平成

１６年度末と比較すると４．１ポイント減少していますが，全体が増加しているため，総数では１，０５４
人増加しています。

知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害ののののののののののののののののののののああああああああああああああああああああるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる知的障害のある人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人知的障害のある知的障害のある人人２

療育手帳所持者の障害程度別及び児・者別の推移

Ａ・18歳未満 Ａ・18歳以上 Ｂ・18歳未満 Ｂ・18歳以上

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

H16

H21 1,408

1,298 4,579 1,851 4,211

5,523 2,710 5,741
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１０

宮城県内の精神障害のある人の総数は，平成２０年患者調査（厚生労働省）から推計すると約
４７，０００人となっています。一方で，宮城県において平成２１年度末に精神障害者保健福祉手帳の交
付を受けている人の総数は１０，２２３人で，患者調査から推計される人数と大きな乖離があります。
平成２１年度精神障害者入院施設状況等調査（宮城県障害福祉課）によると，精神科病院の入院
患者の在院期間は１年未満が３６．７％，１年～１０年未満が４４．７％，１０年以上が１８．６％となっていま
す。年齢構成をみると年齢が上がるほど割合が大きくなり，また，６５歳以上が過半数を占めてい
ます。
入院患者を疾患別でみると，統合失調症が４９．１％とほぼ半数を占め，次に脳器質性精神障害，
そううつ病の順となっています。また，自立支援医療（精神通院）受給者の疾患別構成をみると，
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害が３６．９％で３分の１を超え，次に気分障害，てん
かんの順になっています。

精精精精精精精精精精精精精精精精精精精精神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害ののののののののののののののののののののああああああああああああああああああああるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる精神障害のある人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人精神障害のある精神障害のある人人３

精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別の推移

1級 2級 3級

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

H16

H21 2,522

2,300 3,620 1,442

5,452 2,249

入院患者の在院期間

0

500

1,000

1,500

2,000

1,032

３か月未満

444

３か月～
６か月未満

527

６か月～
１年未満

1,687

１年～
５年未満

749

５年～
10年未満

551

10年～
20年未満

461

20年以上
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１１

精神疾患の種類別構成（通院患者）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

入院患者の年齢構成

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

37

20歳未満

134

20歳～
30歳未満

279

30歳～
40歳未満

437

40歳～
50歳未満

908

50歳～
60歳未満

1,226

60歳～
70歳未満

2,430

70歳以上

精神疾患の種類別構成（入院患者）

0
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1,000
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2,000
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精
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害
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精
神
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用
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精
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合
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型
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害

8,883

気
分
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害

6,466

神
経
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性
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害
、ス
ト
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ス
関
連

障
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び
身
体
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現
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1,700

生
理
的
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身
体
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要
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49

成
人
の
人
格
及
び
行
動
の
障
害

262

精
神
遅
滞

463

心
理
的
発
達
の
障
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小
児
期
及
び
青
年
期
に
通
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す
る
行
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情
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の
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65

て
ん
か
ん

3,402

そ
の
他
の
精
神
障
害

467

そ
の
他

755

1,739

536

162 116 98 71 21 29
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１２

発達障害者支援法に定める発達障害は，「自閉症，アスペルガー症候群その他の広汎性発達障
害，学習障害，注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低
年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。」とされています。
発達障害については詳しい調査資料がないため，発達障害のある人の正確な人数は把握できて
いません。

※平成１４年度に文部科学省が実施した調査によると，知的発達に遅れはないものの，学習面や
行動面で著しい困難を持っていると担任教師が回答した児童生徒の割合が６．３％との結果が
出ています。

発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害ののののののののののののののののののののああああああああああああああああああああるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる発達障害のある人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人発達障害のある発達障害のある人人４

高次脳機能障害は，交通事故などによる外傷性脳損傷や，脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患の
後遺症として，記憶障害，注意障害，社会的行動障害などが生じるものです。他の人から気づか
れにくい障害であるため，福祉制度の谷間の障害として支援体制の整備が遅れています。
高次脳機能障害については詳しい調査資料がないため，高次脳機能障害のある人の正確な人数
は把握できていません。

高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害ののののののののののののののののののののああああああああああああああああああああるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる高次脳機能障害のある人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人高次脳機能障害のある高次脳機能障害のある人人５
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重点施策

◆だれもが生きがいを実感しながら，共に充実した生活を送ることができる地域社会をつくるために
は，地域での生活を希望する多くの障害のある人が地域で生活できる環境づくりが重要です。障害の
ある人の地域生活移行のため，これまでも様々な施策に取り組み推進してきましたが，地域での生活
を希望するすべての障害のある人が，自分の望む地域で生活できる環境が整備されているとはいえ
ず，これからも障害のある人の地域生活移行の取組をさらに推進する必要があります。

◆障害のある人が生きがいを実感しながら充実した生活を送るためには，地域社会の一員として自立し
て生活することが重要ですが，そのためには雇用・就労を通じた経済的な自立が求められます。しか
し，県内の一般企業における障害のある人の雇用率は法定雇用率に届いておらず，一般企業への就労
をさらに促進する必要があります。また，福祉的就労の場で働く障害のある人の工賃水準も目標額と
は乖離があり，工賃向上の取組も求められています。このように，障害のある人の雇用・就労と所得
の向上には，課題が残っています。

◆精神障害のある人への地域生活支援については，入院治療中心から地域生活中心へという方向性の下
に，これまで社会的入院者の退院促進に取り組んできました。その結果，精神障害のある人が徐々に
精神科病院を退院し地域生活に移行している状況にあります。今後は，退院促進に加え，精神疾患に
関する理解の促進や精神疾患発症早期からの支援による重症化予防，地域生活を支える支援の充実な
ど，精神障害のある人が地域で生活し続けられるようにするための取組が必要となっています。

このため，下記の３点を重点施策として位置づけ，このプランに基づき様々な取組を進めていきます。

１　障害のある人の地域生活移行の推進
２　障害のある人の就労促進と所得の向上
３　精神障害のある人への地域生活支援の推進
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１４

住み慣れた地域での生活を望む障害のある人が，地域での生活に移行できる環境を整備す
ることが重要です。障害のある人が地域で生活するためには，住まいの確保，生活支援，就
労等の日中活動の支援，社会参加の促進，相談支援，権利擁護など広範な領域にわたる支援
が必要となります。

障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害ののののののののののののののののののののああああああああああああああああああああるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人のののののののののののののののののののの地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活移移移移移移移移移移移移移移移移移移移移行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行のののののののののののののののののののの推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推障害のある人の地域生活移行の推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進障害のある人の地域生活移行の推障害のある人の地域生活移行の推進進１

実績と現状

◆障害のある人の入所施設から地域生活への移行は，平成１８年度から平成２１年度までの４年間で
３２４人を数え，順調に進んでいます。

◆障害のある人の地域における住まいの場として，グループホーム・ケアホームの整備が進み，
平成１７年度からの５年間で住居数にして１２９，定員数にして７１９人分増加しています。
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１５

◆また，日中活動の場の整備も進み，自立訓練や就労移行支援等の事業所の定員と通所施設の定
員の合計が，平成１７年度からの５年間で１，８２７人分増加しています。

施策の方向

これまでも，障害のある人の地域生活移行を支援してきましたが，障害のある人の地域での受
入先となるグループホームやケアホームなどの住まいの場の確保，居宅介護などの訪問系サービ
スの充実，就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所（以下「就労支援事業所」という。）など
の日中活動の場の充実，相談支援体制の整備などに引き続き取り組み，障害のある人が住み慣れ
た地域で安心して生活できるよう，地域生活支援体制の構築を進めます。

主な推進施策

◆障害のある人が住み慣れた地域で暮らしていくための住まいの場として，グループホームやケ
アホームの整備を進めるとともに，安心してグループホーム・ケアホームで暮らしていけるよ
う，グループホーム・ケアホームの体験利用の機会拡大を図ります。
◆一般就労が困難な障害のある人のための就労先となる就労支援事業所や，障害のある人が身近
な地域で生活訓練などをするための生活介護事業所，地域活動支援センター等の日中活動の場
を整備します。
◆身近な地域で療育指導，相談等が受けられるよう相談支援機能の拡充を行います。
◆身近な地域や在宅において継続的かつ一貫性のあるリハビリテーションが受けられるシステム
の整備を図ります。
◆ホームヘルプサービス，在宅重症心身障害児の巡回訪問相談事業等を行い，家庭における生活
支援を行います。
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１６

障害のある人が地域において経済的に自立した生活を送るためには，一般就労の場の確保
はもちろんのこと，直ちに一般就労が困難な障害のある人のためにも，働く意欲を就労に結
びつける場として就労支援事業所のような福祉的就労の場の確保が必要です。障害のある人
が可能な限り就労により自立した生活を送るとともに，生活水準の向上を図るためには，特
に福祉的就労の場で働く障害のある人の工賃水準を引き上げる環境を整備する必要があります。

障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害ののののののののののののののののののののああああああああああああああああああああるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人のののののののののののののののののののの就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労促促促促促促促促促促促促促促促促促促促促進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進とととととととととととととととととととと所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得のののののののののののののののののののの向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向障害のある人の就労促進と所得の向上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上障害のある人の就労促進と所得の向障害のある人の就労促進と所得の向上上２

実績と現状
◆福祉施設を利用していた障害のある人の一般就労への移行は，平成１８年度から平成２１年度まで
の４年間で１９８人となっています。

◆一般就労が困難な障害のある人の福祉的就労の場の整備が進み，就労支援事業所の定員と授産
施設の定員の合計が平成１８年度からの約４年間で１，１９４人分増加しています。
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福祉施設から一般就労への移行者数の推移
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１７

◆就労継続支援Ｂ型事業所等で働く障害のある人の工賃の向上を目指して，「宮城県授産施設等
工賃倍増５か年計画」を策定し取組を進めていますが，平均工賃月額は平成２１年度までの３年
間で１，４０３円増加しました。また，就労継続支援Ｂ型事業所等で働く障害のある人に支払われ
た工賃の総額は，平均工賃月額の向上と就労者の増加とがあいまって，３年間で約１億６百万円
増加しています。

施策の方向
障害のある人の一般就労を促進するほか，就労支援事業所の整備を推進することにより一般就
労が困難な障害のある人の就労を促進します。また，働く障害のある人の工賃を引き上げるた
め，関係機関が連携して取組を推進します。

主な推進施策
◆地方公共団体等の機関における雇用率を高めるとともに，民間企業における法定雇用率達成の
ための広報啓発活動を強化し，雇用の場の拡大に努めます。
◆特別支援学校間の連携を強化し，職場の開拓及び生徒の実習受入先の開拓を行う機能の充実を
図ります。このことによって，職場や実習内容に関する情報と実習体験の場を提供し，生徒一
人一人のニーズに応じた就労に向けた支援を行います。
◆宮城障害者職業能力開発校において，就業に必要な職業能力の開発・向上を図るため実技を主
体とした職業訓練を実施するとともに，就業を促進するため，公共職業安定所等の関係機関と
の連携を強化し，実習協力企業の開拓，当該企業における訓練生の実習等を通じて企業との信
頼関係の構築を図ります。
◆「障害者就業・生活支援センター」を中心に一般就労の場を確保するため，企業等の開拓に取
り組みます。
◆一般就労が困難な障害のある人に対する就労促進のために，地域の身近な場所に就労先となる
就労支援事業所の整備を引き続き推進します。
◆就労継続支援Ｂ型事業所等が「工賃引上げ計画」を策定するために必要なアドバイザーの派遣
や，策定した計画等を実践するための経営コンサルタント等の派遣を引き続き行います。
◆就労継続支援Ｂ型事業所等における工賃の引上げには，新商品の開発や商品の販路拡大が必要
であることから，事業所等にこれらの業務に従事する人員を配置する等の支援を行います。
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１８

精神障害のある人の地域生活を推進するためには，長期に入院している精神障害のある人
が地域生活に移行するための取組を進めるとともに，精神疾患が悪化しないよう早期に適切
な医療を提供することが必要です。そのため，受入条件が整えば退院可能な精神障害のある
人の退院促進を図るとともに，精神疾患を発症した若年層に対する早期支援対策，未治療者
や医療中断者を早期に支援するための訪問診療などの早期支援の取組を進めることなどによ
り，精神障害のある人が地域で生活できる環境づくりを進める必要があります。

精精精精精精精精精精精精精精精精精精精精神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害ののののののののののののののののののののああああああああああああああああああああるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへのののののののののののののののののののの地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援のののののののののののののののののののの推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推精神障害のある人への地域生活支援の推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進精神障害のある人への地域生活支援の推精神障害のある人への地域生活支援の推進進３

実績と現状
◆平成２０年の調査によると，受入条件が整えば退院可能な精神障害のある人は６２２人となってい
ます。そのうち６５歳以上の高齢者が２８６人（４６．０％）で全体の半数近くを占めています。

◆また，入院期間が１年以上は４６０人（７４．０％）で，全体の４分の３を占めています。５年以上の
長期入院も２３５人（３７．８％）と全体の３分の１を超えています。
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◆上記調査の６２２人について，平成２２年３月末現在の転帰を追跡調査した結果は下記のとおりでした。

合計その他再入院入院継続
（対象外）入院継続施設入所

待　機死亡転院
転科退院

62222951296392233150人数
1000．34．78．247．66．33．55．324．1％
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１９

◆早期介入・早期支援の対象となる精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による通報等の件
数は，平成２１年度が１８７件で，年々増加傾向にあります。

施策の方向
精神障害のある人の地域生活への移行を進めるため，前述の「１　障害のある人の地域生活移
行の推進」に取り組むとともに，精神科病院に入院中の「受入条件が整えば退院可能な精神障害
のある人」の地域生活移行を推進します。また，精神疾患に関する正しい知識の普及啓発を図り，
早期受診，早期治療を促進するほか，未治療者や医療中断者，若年層の精神疾患発症を早期に発
見し，医療や福祉サービス等につなげるよう早期介入・早期支援に取り組むなど，精神障害のあ
る人への地域生活支援を進めます。

主な推進施策
◆精神科病院に入院中の地域移行対象者に対して地域移行推進員等を入院先に派遣し，退院に向
けた個別支援，地域の受入体制の調整等を行います。
◆一般県民を対象とした研修等を開催することにより，精神疾患に関する正しい知識の普及啓発
を図り，早期受診，早期治療の促進を図ります。
◆地域活動支援センター等に通所して活動ができる状態まで回復しておらず，自宅に閉じこもり
がちな精神障害のある人に対して設置するコミュニティサロン（集いの場）の運営を支援し，
自宅から外出する機会を増やすとともに，同じ障害のある人との交流等を通じて再発の予防や
社会復帰の促進を図ります。
◆若年層を中心に精神疾患を発症した場合の未治療期間の短縮，重症化予防のため，教育機関等
と連携し普及啓発を行い，若者の精神疾患を含めたメンタルヘルスへの関心を高めるととも
に，若年層を中心に未治療者及び医療中断者に対して多職種チームによる早期介入・早期支援
に取り組みます。
◆精神科救急については，民間精神科病院や関係機関の協力を得て２４時間，３６５日の精神科救急患
者の受入れを目指し，精神科救急医療システムの充実を図り，適切な精神科救急医療体制を整
備します。また，身体合併症を有する精神障害のある人の受入れについては，消防法の改正に
伴い搬送基準を作成し受入体制を整備します。
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第４節 療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等ののののののののののののののののののののササササササササササササササササササササーーーーーーーーーーーーーーーーーーーービビビビビビビビビビビビビビビビビビビビススススススススススススススススススススのののののののののののののののののののの充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充療育，介護・訓練等のサービスの充実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実療育，介護・訓練等のサービスの充療育，介護・訓練等のサービスの充実実

現状と課題

◆障害のある人の介護を家族内だけにとどめることなく，地域社会で支えていくためには，
居宅介護，短期入所，生活介護などの介護サービスをはじめ，各種サービスを量・質とも
に一層充実することが極めて重要となっています。
◆このため，サービスを計画的に提供するとともに，障害種別にとらわれない施策の総合化
を視野に入れながら各種サービスの相互利用や，高齢者福祉施策との連携を図りながら，
利用者本位の視点に立ったサービス供給体制を構築する必要があります。
◆また，利用者の権利や，サービス受給の選択などを考慮しつつ，障害の状況に応じた適切
なサービスを用意し，十分な情報提供を行うことも求められています。
◆家族が最もサポートを必要としている時に，子どもの状況改善と育児支援に視点をおいた
適切なアドバイスがなされるとともに，適切な療育関係機関へと導かれるように早期発見
後のフォロー体制の確立が必要です。また，子どもの成長とともに，一貫した療育の提供
が身近な地域において行われるように継続的な生活支援体制の整備が必要です。このた
め，現在，児童相談所や保健福祉事務所等を中心に行われている地域療育のシステム化を
図り，家族や施設等に対する支援体制を充実する必要があります。
◆障害のある子どもの親は，子どもに対する養育，医療，教育，就労など様々な将来への不
安を抱えることになるため，子どもへの対応はもとより，親に対する心のケアについて，
積極的にかかわっていく必要があります。そのため，障害のある子どもやその親が，いつ
でも，気軽に様々な相談が受けられる場を，身近なところにつくる必要があります。
◆福祉用具の活用は，障害のある人の自立と社会参加の促進の効果ばかりでなく，介護者の
負担の軽減を図る意味からも重要です。今後は，障害の重度化・重複化及び障害のある人
の高齢化への対応や身体状況の変化など，個々のニーズや利便性に十分配慮する必要があ
ります。福祉用具を正しく使用することは，利用者の自立生活支援には必要不可欠であ
り，地域において，福祉用具の適切な使用方法の啓発や研修及び適合調整を総合的に行う
相談対応の体制を構築する必要があります。

施策の方向
①在宅の障害のある人への支援
◆在宅の障害のある人やその家族等の在宅療育に関する相談や福祉サービスの提供の支援等を
行っていますが，今後，地域で生活をする人が増加することから，身近な地域で療育指導，
相談等が受けられるよう相談支援機能の拡充を行います。

１　在宅支援体制の充実
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◆心身障害児（者）の運動機能低下を防止し，保護者等へ在宅での療育技術の提供を行うため
通所での指導が行える施設を整備します。
◆地域の幼稚園・保育所における障害のある幼児の教育・保育を支援し，より一層の充実を図
ります。
◆外出時の移動の介助等に必要な知識・技術を持ったガイドヘルパーの養成を計画的に推進し
ます。
◆家庭での介護が一時的に困難になった場合などに利用するショートステイの充実をサービス
提供事業者に働きかけます。
◆機能回復訓練や食事，入浴等のサービスを提供する生活介護サービスの充実をサービス提供
事業者に働きかけるとともに，高齢者施設との相互利用や広域的な事業運営を促進します。
◆在宅療養を行っている特定疾患等の難病患者を支援するため，身の回りなどの世話をする
ホームヘルプサービスや医療機関を活用するショートステイなどの事業を充実します。
◆呼吸器機能に障害のある在宅の酸素療法者に対して，酸素濃縮器を使用する際の電気料金へ
の助成を行います。
◆在宅の特定疾患等の難病患者が安心して療養生活が送れるように，保健・医療・福祉の関係
機関が連携した支援体制の確立に努めます。

②家族・介護する人への支援
◆ホームヘルプサービス，在宅重症心身障害児の巡回訪問相談事業等を行い，家庭における生
活支援を行います。
◆在宅療養を行うＡＬＳ患者の介護を行う家族の休憩を確保するための家族支援事業を実施し
ます。

③各種生活訓練等の充実
◆中途失明者の社会復帰を促すため各種相談に対応するとともに，訓練指導員を派遣し，感覚
訓練，点字指導，福祉用具の使用，歩行指導等の生活訓練の充実を図ります。
◆疾病等による喉頭摘出者の発声訓練やストーマ装着者の社会適応訓練等を引き続き充実しま
す。
◆視覚障害のある人，聴覚障害のある人等に対する，健康，教養，防災から趣味・家事・育児
など社会・日常生活に必要な知識習得のための講座を充実します。

④福祉用具の普及促進
◆福祉用具を正しく使用することは，利用者の自立した生活には必要不可欠であり，適正な使
用方法の啓発や研修及び用具の適合調整・改造を総合的に行う体制を整備します。
◆難病患者に対する特殊寝台等の日常生活用具の給付事業の充実を図ります。
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現状と課題

◆旧法による入所施設は，平成２３年度末までに施設入所支援と日中活動事業を組み合わせた
障害者自立支援法に基づく新体系サービスを行う施設へ移行しなければならないため，そ
の移行を促進する必要があります。
◆障害のある人の自立支援の観点から，施設入所者の地域生活への移行が行われており，入
所施設の利用者は減少する方向にあります。また，新体系移行に当たり施設入所支援の定
員数は減少する傾向にあります。
◆障害のある人の多くが地域で自立して暮らせるよう，グループホーム・ケアホームや日中
活動事業を行う事業所の整備促進と併せて，施設入所者の地域生活移行の取組は継続して
推進する必要があります。
◆一方で，障害により在宅での介護が困難である人，医療的ケアや強度行動障害などにより
専門的な介護を必要とする人にとって，施設入所支援を行う施設は生活の場として極めて
重要であり，安心して施設で暮らせるよう適切なサービスが継続して提供される必要があ
ります。
◆県立肢体不自由児施設である拓桃医療療育センターについては，施設設備の老朽化が進ん
でいることに加え，小児医療や障害のある子どもを取り巻く環境が変化していることか
ら，早急な対応が求められています。

施策の方向
①施設入所支援体制の充実
◆障害者入所支援施設については，各圏域における訪問や日中活動事業を行う事業所の整備状
況を踏まえた地域生活移行の推進が図られるとともに，地域福祉の拠点としての施設機能の
強化が図られ，施設の持つ介護機能等が地域に提供されるよう支援を行います。
◆施設のスムーズな新体系移行及び入所者の生活環境向上のための施設の改修や防災（防火や
耐震等）のための設備等整備について支援を行います。
◆県立の障害者支援施設は，事業採算性などにより民間施設では対応が困難な分野などについ
て民間事業者への指定管理委託を行うことにより，民間事業者の専門性を生かしつつ効果
的，効率的な施設運営を図ります。

②グループホーム等や日中活動事業所の体制の充実
◆施設入所者の地域生活移行に当たっては，グループホーム・ケアホームや日中活動事業を行
う事業所の整備促進が必要であり，日中活動事業を複数行う多機能施設の創設など，事業所
整備の推進のための支援を行います。

２　施設支援体制の充実
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◆医療的ケアや強度行動障害などにより支援が難しい人であっても地域で暮らしたいと希望す
る障害の重い人の地域生活移行を推進するために，生活介護など日中活動事業を行う事業所
において，障害の重い人の受入れを行う施設への支援のあり方を検討します。

③拓桃医療療育センターの整備
◆学識経験者などで構成される「宮城県拓桃医療療育センターあり方検討懇話会」からの提言内
容を踏まえて策定した整備基本構想に基づき，平成２７年度中の開院を目標に整備を進めます。

【拓桃医療療育センター・拓桃支援学校の整備方針】
１　利用者にとって必要な医療療育サービスを総合的・効率的に提供するため，こども病院
との一体的な機能連携が可能となるよう整備を行うとともに，運営主体の一体化を検討
し，急性期から慢性期，さらには在宅移行支援などのサービスを一体的・総合的に提供で
きる総合的な小児医療療育機関としての機能を発揮できるよう整備する。
　　なお，施設整備に当たっては，児童福祉法等の改正を踏まえた施設となるよう留意する。
２　拓桃支援学校を併設整備し，西多賀支援学校こども病院分教室についても拓桃支援学校
に統合する。

障害福祉サービスの利用者数・指定事業所数（平成２２年４月現在）
指定事業所数利用者数区　　分

２９３１，９３６居宅介護（ホームヘルプ）

介
護
給
付
費

２９３５７重度訪問介護
６３４８行動援護
００重度障害者等包括支援
１６６療養介護
５３１，２５８生活介護
４２８５２児童デイサービス
９０４７７短期入所（ショートステイ）
６９１，０９３共同生活介護（ケアホーム）
５２８５施設入所支援
１４８旧身体障害者更生施設支援（入所）
００旧身体障害者更生施設支援（通所）
４２１７旧身体障害者療護施設支援（入所）
００旧身体障害者療護施設支援（通所）
２６８旧身体障害者授産施設支援（入所）
１２２旧身体障害者授産施設支援（通所）
２３１，２５８旧知的障害者更生施設支援（入所）
１５７０７旧知的障害者更生施設支援（通所）
１３４旧知的障害者授産施設支援（入所）
２０８００旧知的障害者授産施設支援（通所）
１２１旧知的障害者通勤寮支援
７８３３２共同生活援助（グループホーム）

訓
練
等
給
付
費

８６８自立訓練（機能訓練）
１７１２１自立訓練（生活訓練）
２２０宿泊型自立訓練
４４４７９就労移行支援
０２就労移行支援（養成施設）
９２０１就労継続支援（Ａ型：雇用型）
８４１，７２２就労継続支援（Ｂ型：非雇用型）
３６７７相談支援

１，２５５１２，２６９合　　計
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１ 船形コロニーにおける地域生活移行者推移 （人）

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

２ 県内待機者数推移 （人）

施設替え

(移し替え)

地域移行者数

単身生活

附属資料７

12

4

入　所その他

（長期入院）

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

2

その他

3

4 11 4

2

家庭復帰
施設替え

(ＧＨ前提)
小　計

0 4

0 4 0 4

0 1 0 1

0 0 0 0

1

1

0

7

6

20

0

0

4

3

15

8

0
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0
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0

0

0

5 10

1 3

0 0 0 0

0

0

2 45 16 64

1 63 9 74

4 24 10 38

0 12 7 19

1 7 4 3

0 1 1 2

0 1 0 1

3 11

0 5 2 5

0
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障害者支援施設に係る基礎数値
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H28

年 

定員数 2,550 2,465 2,344 2,209 2,154 2,154 2,150 2,072 2,027 1,988 1,913 1,913 1,913 1,912

待機者数 190 264 317 322 339 350 355 379 395 398 388 418 450 443
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 利用者家族等アンケート結果 

◆現在の場所とは別の場所に建て替えた方が良いと考える理由 （複数回答） 

◆現在の場所が良いと考える理由 （複数回答） 
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 基準・仕様比較 

 

１ 居室について 

 （課題）一人当たりの居室の基準を満たしていない。 

（基準）収納を除いて一人当たり９．９㎡（約６畳） 

   ・国「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備 

及び運営に関する基準（平成１８年９月２９日厚生労働省令第１７７号）」 

・県「指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例 

（平成２４年１２月２０日宮城県条例第９６号）」 

（現況）各居住棟（各園）の居室の状況           （平成２８年４月１日現在） 

建物名称 
１室当たり 

延床面積 
居室数 

1 室当たり 

利用定員※1 

１人当たり 

居室面積 

最大利用 

定員※2 

現在入所 

利用者数※3 

おおくら園 
26.0 ㎡ 20 室 4 人／1 室 6.5㎡／人 80 人 

60 名 
26.0 ㎡ 4 室 5 人／1 室 5.2㎡／人 20 人 

かまくら園 
31.2 ㎡ 24 室 4 人／1 室 7.8㎡／人 96 人 

64 名 
20.8 ㎡ 2 室 2 人／1 室 10.4㎡／人 4 人 

とがくら園  19.3 ㎡ 58 室 2 人／1 室 9.6㎡／人 116 人 85 名 

合計 － 108 室 － － 316 人  209 名 

※１：建築時の想定 ※２：建築時想定，短期利用者を含む ※３：短期利用者を含まない 

  

現施設：おおくら園の事例（左：居室内部，右：壁式構造のため構造耐力壁） 

  

最近の施設事例（左：個室，右：家具等で仕切った２部屋） 

（補足） 

・感染症等が生じた場合，蔓延防止対策がとれないため，一気に蔓延する可能性が高い。 

・最近の施設は，プライバシーや利用者個々の状態・特性に対応出来る，個室が主流である。 

・個室化に向け間仕切り壁を設置すると，部屋の間口が２ｍとなり，ベッドを置くと車いすに支障が生じる。 

附属資料８ 
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２ バリアフリーについて 

 （課題）多くの建物がバリアフリー対応していない 

 （基準）「バリアフリー法」「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」整備基準 

    ・高低差がある場合には，傾斜路などを設置する 

    ・勾配は，１／１２を超えないこと 

    ・高さ７５ｃｍ以内ごとに踏面１．５ｍ以上の踊り場を設ける 

（現況）各建物概要 

建物名称 建築年 経過年 バリアフリー化 備考 

おおくら園 S49 41年 未対応  

かまくら園 S56 34年 対応済  

とがくら園 H5 22年 対応済  

はちくら園 S48 42年 未対応 H18.3閉鎖 

セルプふながた S52 38年 未対応 H19.3閉鎖 

なでくらセンター S50 41年 未対応 活動棟（生活介護） 

まつくらセンター H4 23年 未対応 作業棟（就労継続支援 B 型） 

事務管理センター S54 37年 未対応 事務管理棟 

給食センター H5 23年 未対応 給食棟（食事の提供） 

体育館 S55 35年 対応済  

エネルギーセンター S48 42年 未対応 エネルギー棟（ボイラー設備，配管等） 

 

  

現施設：おおくら園の事例（左：廊下に最大 90cm の段差，右：脱衣所） 

  

最近の施設事例（左：廊下，右：玄関） 

（補足） 

・最大９０ｃｍの段差があるため，改修する場合，踊場を含め１２．３ｍのスロープが必要となり， 

  周りの居住スペースや廊下に影響が生じる。 

・壁式構造で，周囲の壁は構造耐力壁となっており，簡単に壁に開口を設けることなどは出来ない。 
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別紙 

ＰＦＩ検討調書 

 

事 業 の 名 称 （仮称）船形コロニー整備事業 

事 業 の 目 的 昭和48年に開設した船形コロニー（黒川郡大和町）は，障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）に基づく「障害者

支援施設」として，地域での生活が困難な重度・最重度の知的障害者を県内全域

から受け入れている。 

 

船形コロニーは，入所利用者の生活の場となる居住棟及び付属棟（活動棟，作 

業棟，給食棟，事務管理棟等）で構成されているが，このうち最も古い建物であ

る「おおくら園」は建築してから41年，「かまくら園」は34年が経過している。 

これらの建物は，施設長寿命化のための大規模修繕等はこれまで行われず，現

在，建物・設備は老朽化が進んでおり，一部の建物は閉鎖し，他にも不具合（雨

漏り，屋根・外壁の亀裂等）が発生している。また，建物内部に関しても，居室

が2～4人部屋となっているなど，入所利用者のプライバシー等に配慮したものに

なっていない。結果として，入所利用者の日常生活や入所希望者の受け入れ等に

影響が生じていることから，建て替えを見据えた建物・設備の整備が喫緊の課題

となっている。 

 

このため，県では，平成26年度から平成27年度において，県立施設として目指

すべき役割や機能，施設整備のあり方等について，外部有識者等で構成する検討

会を設置し，検討を行った。検討の結果，重度・最重度の知的障害者を受け入

れ，県立施設として県全域のセーフティネットの役割を引き続き果たして行くべ

きとの方向性が示された。また，入所利用者の生活の質を向上させ，高齢化や障

害の重度化等への課題にも対応するため，利用者の視点に基づいて整備を行うべ

きであり，老朽化した居住棟及び支援に必要な建物を早期に建て替え，現地での

建て替えを前提とした整備が望ましいとの考えがまとめられた。 

◇平成26年度 県立障害児者入所施設のあり方検討会 

◇平成27年度 船形コロニー施設整備検討会 

 

これらの意見を踏まえ，県立施設としての役割・機能を果たし，重度・最重度

の障害者の安全・安心な生活環境を提供するため，早期の建て替えが可能である

現地において，本事業の実施により，船形コロニーの建替・改修整備を行うもの

である。 

 

スケジュール 平成28年度   PFI事業導入検討及び大規模事業評価 

平成29年度   基本設計及び実施設計（一部） 

平成30～33年度 実施設計（段階的に実施） 

平成31～34年度 建設工事（段階的に実施） 

平成35年度中  全面供用開始（平成32年度 一部供用開始）整備完了 

用 地 関 係 【 予 定 地 】 黒川郡大和町吉田字上童子沢21 

【 用 地 確 保 】 県有地（船形コロニー敷地内） 

【 敷 地 面 積 】 466,603.24㎡ 

附属資料９ 
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【計画上の規制】 規制区域 

用  途：市街化調整区域 

建ぺい率： 70％ 

容 積 率：200％ 

そ の 他：なし 

建 設 関 係 事業規模 新設：居住棟及び付属棟（活動棟,給食棟,事務管理棟） 計16,350㎡ 

構造：鉄筋コンクリート造，鉄骨造 

改修：居住棟（とがくら園），体育館 計4,882㎡ 

解体：居住棟3棟，付属棟ほか 計13,109㎡ 

（全体）延べ床面積：34,341㎡ 造成面積：約38,000㎡ 

建 設 費 

（税抜） 

調査・設計費             ３４５百万円 

建設費                   ８，１２０百万円 

その他（工事監理費，事務費等）    ２７８百万円 

合計        ８，７４３百万円 

維 持 管 理 ・ 

運 営 費 

（ 税 抜 ） 

人 件 費 ４８，００９百万円（40年間，1,200.2百万円/年） 

大規模修繕費 ９６６百万円（供用後20年目） 

諸税公課 －     百万円（     ） 

そ の 他 １２，５５３百万円（40年間，313.8百万円/年） 

※維持管理・運営費 

総 事 業 費 ７０，２７１百万円（税抜） 

補 助 制 度 無 

そ の 他  

 

【ＰＦＩ事業とした場合の想定】 

民間事業者の 

事業範囲 

資金調達，設計，解体，建設，維持管理（維持補修，大規模修繕を含む）を

想定した。 

なお，施設運営に関しては，社会福祉法において，障害者支援施設を経営す

る事業は第一種社会福祉事業に該当し，国，地方公共団体又は社会福祉法人に

よる運営が原則となっている。（社会福祉法第2条第2項第4号，第60条） 

民間事業者の 

創意工夫 

基本設計から維持管理までを PFI 事業範囲とすることで，民間事業者の創意

工夫が活かせる余地がある。 

事業用地の扱い 県有地内での事業を想定しており，民間事業者に対する事業用地の無償提供

が可能である。 

事 業 期 間 47年間 

平成29年度から平成35年度までの7年間を設計・建設の期間とし，平成35年

度中の全面供用開始後，維持管理期間を40年間として想定する） 

資 金 調 達  民間金融機関からの融資（プロジェクトファイナンス） 

事 業 形 態 サービス購入型 

事 業 方 式 BTO方式（民間事業者が自ら資金調達を行い，民間事業者の提案に基づいた

施設を設計・施工した後，施設の所有権を県に移転した上で，民間事業者が施

設の維持管理業務を行う方式） 

事 業 方 式 選 定 

理 由 

 

民間事業者の固定資産税等の建設後に発生する負担の軽減が図られること，

事業者の倒産等のリスクを必要最小限に抑えることができることから，BTO方

式を選定した。 

208



- 3 - 

ＰＦＩ導入のメリット 

 

１ 設計・建設 

○ 民間事業者の創意工夫により，基本設計段階から要求内容以上のものが民間事業者から提

案されることで，魅力ある提案，質の高いサービスが期待できる。 

 

２ 維持・管理 

○ 維持管理事業者が設計段階から参画できるため，効率的・効果的な維持管理を考慮した施

設づくりが可能になる。 

○ 直接的な施設維持管理業務の軽減が図られる。 

 

３ 運営 

※ 今回の施設整備では，PFI事業範囲として想定していない。 

※ 指定管理者制度の活用による指定管理者（社会福祉法人）による運営を想定。 

 

４ その他 

○ 船形コロニーの設計から施工・管理までをPFI事業範囲とすることで，民間事業者の創意工

夫による良質な公共サービスの提供が可能になる。 

○ 民間事業者が基本設計段階から参画することで，建設及び維持管理を含めたトータルコス

トの低減が期待できる。 

○ 民間事業者の資金，経営能力，技術的能力，ノウハウ等の有効活用が可能となる。 

○ 民間事業者への支払方法の設定によっては，支払額の平準化が可能となる。 

 

ＰＦＩ導入のデメリット 

 

○ 民間事業者の募集・評価・選定，PFI適性を判断する導入可能性調査の費用や法務・財務等

のアドバイザリー経費など，新たな経費や手続きに要する時間が必要となる。 

○ 導入可能性調査から事業者選定までに十分な時間を確保する必要があるため，従来方式に

よる整備手法よりも建物の完成までに時間を要し，現在の入所利用者の生活環境の早期改善

が困難となる。 

○ 導入可能性調査や事業選定に係る事務量が増大するため，専門的な担当部署・人員の確保

が必要になる。 

○ 複数の企業が参加して設立する特別目的会社（SPC）が事業実施者となるため，構成企業

の経営状況によっては倒産等の可能性がある。 

○ PFI事業を維持するためのモニタリング業務が発生する。 

○ 工事及び事業期間中の物価上昇への対応が必要になる。 
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国・自治体等の類似した事業でのＰＦＩ導入事例 

＊主要事例を２例以上，１例のみの場合は１例のみ記載のこと 

 

①東葛中部地区総合開発事務組合 

１ 事業名 

東葛中部地区総合開発事務組合みどり園改築等PFI事業 

 

２ 事業規模 

・障害者支援施設 みどり園 

定員  ： 施設入所支援80人，生活介護100人，短期入所5人 

延床面積： 4,742.97㎡ 

・共同生活援助（グループホーム） みどりの家 

定員  ： 20人 

延床面積： 678.2㎡（延床面積） 

 

３ 事業概要 

 柏市，流山市，我孫子市から構成する一部事務組合が昭和57年に開設した「みどり園」の

完全民営化を前提として，急激な環境の変化による利用者や保護者への心理的負担に配慮

し，民間経営のノウハウを活用した公共事業であるＰＦＩにより，老朽化した施設の建て替

えと新施設の維持管理運営を行う。 

   BTO方式：民間事業者が施設等を建設し，施設完成直後に公共施設等の管理者等に所有権

を移転し，民間事業者が維持・管理及び運営を行う事業方式 

 

４ ＶＦＭ試算等： 

 従来方式 ：  6,434百万円 

 ＰＦＩ方式：  3,662百万円 

差 額  ：  2,772百万円減 

ＶＦＭ  ：  43.08％ 

（条件設定： インフレ率1％／年，割引率2％／年） 

（事業期間： 設計・建設3年，維持管理運営期間15年） 

 

 ※将来的な民営化を念頭においたPFI事業と指定管理者制度（期間15年）の活用により実施 
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担当課の結論 

 

１ ＰＦＩ手法で実施（一部実施を含む。）  ２ 従来方式で実施  ３ その他 

 

判断理由（詳細に記載のこと。） 

 

○ ＰＦＩ事業は，官民の協働により，民間の資金，経営能力及び技術的能力を活用して，公

共施設等の設計・建設，維持管理及び運営等を行うことで，効率的かつ効果的な公共サービ

スの提供，コスト削減の実現を目指す手法である。 

○ 一般的に，PFI事業は，①施設の運営まで含めた事業範囲であること，②民間事業者による

創意工夫が発揮できる余地があること，③民間への適切なリスク移転が可能であること，④

公共サービスが長期的に安定し，且つ収益が見込めること，⑤PFI実施のための必要経費より

もVFM（Value For Money）が見込まれる事業規模であること，等の要件を満たす事業が適し

ているものと整理できる。 

○ 今回の船形コロニー整備事業は，一定の事業規模は確保されるものの，民間の創意工夫を

発揮する余地が大きい運営業務の中で，大半を占める人件費について，人員に関する基準や

指定管理者制度による指定管理者（社会福祉法人）が既に担っていることなどから，今後の

人件費の抑制は，ほぼ図れないと推測されるため，VFMは限定される。また，段階的整備に

よるため，整備に要する期間が長期に渡り，整備事業費に対するコスト縮減も一括建て替え

と比較し，生じにくい可能性が高い。 

○ 上記理由及びPFI導入の検討結果を総合的に判断した結果，本事業は，PFI方式による整備

は適当ではなく，従来手法で実施すべきであると判断した。 

 

【ＶＦＭの検討条件】 

１ 建設費 

従来方式では，平成 28 年度公共建築物予算単価，及び直近の類似の発注案件や他都道府県

による類似の施設の建設コストを調査し，平成 26 年度の平均落札率 93.2％を考慮し，算定し

た。 

PFI 方式では，事業費に対し，20％のコスト縮減を見込んでおり，本検討でもこの値を採用

した。 

（「宮城県 PFI 導入モデル調査業務報告書」（H14.2）） 

※段階的な整備が必要になるため一括施工できないことなどの諸条件により，通常の削減率より低くなるこ

とを想定し，感度分析を確認した。 

２ 維持管理・運営費 

PFI 方式では，設計費に比べ維持管理費で 4.2％削減できるものとして試算した。これまで

も指定管理者制度を活用してきたことから，人件費の削減は困難であり，維持管理費に対し

20％削減（同報告書）を見込み，加重平均により 4.2％の削減とした。 

３ 資金調達費用 

従来方式では，資金調達は起債及び一般財源となり，起債の利率については，年利 0.4％

（財務省財政融資資金貸付金利表ほか）としている。 

一方，民間事業者が調達する資金の借入利率については，年利 2.9％(※）で設定した。 

※過去 10 年長期プライムレート，及び市中銀行借入利率や過去の PFI 事例等を参照。 

 ４ 割引率 

   長期国債利回り平均：10 年物 5 年平均より 0.7％と過去の平均値を考慮し，1.4％とした。 
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【ＶＦＭの検討結果】 

１ ＶＦＭ 

従来方式に対する PFI 方式の VFM は税抜きで▲13.01 億円(削減率▲2.66%)となり，PFI

導入効果が発現されない。 

感度分析結果より，過去の事例より導入可能性調査を行った時点での VFM が平均 9.1%，

特定事業として選定した時点での VFM が平均 9.9%となっていることから，可能性調査段階

において VFM が確保できない可能性が極めて高い。 

（過去の事例より，導入の目安としている効果は 7～9%程度） 

 

２ リスク 

  民間事業者の資金調達においては，民間事業者の資産や信用度により金利が設定されるこ

とから，想定の 2.9％より高金利となる可能性があり，県の資金調達時の利子 0.4%との差，

2.5%よりも拡大し，さらにコスト増になる可能性がある。 

  また，事業が大規模で長期間にわたるため，需要の変動・物価の上昇等想定できない不確

実性のある事由によるリスクが大きい。 

 

（参考）収益性と安全性 

○ PFI 事業の可能性検討に当たっては，事業の収益性と安全性を考慮する必要がある。収

益性の指標である内部収益率（PIRR）及び株主利益率（EIRR）が基準値を満たしていれ

ば，民間事業者の収益性は確保できることになる。 

 算出結果 基準値 判定 備考 

PIRR 2.91％ 2.9％以上 ○ 
【PIRR(内部利益率)：純粋な事業の採

算性を計る指標】 

EIRR 7.07％ 5％以上 ○ 
【EIRR(株主利益率)：出資者にとって

の採算性を計る指標】 

DSCR 1.17 1.1 以上 ○ 
【DSCR(発生キャッシュフロー／(借

入金返済額＋金利))  

 

※「VFM に関するガイドライン」（内閣府，平成 20 年改訂）では，「民間事業者が求める適正な利益，

配当を織り込む必要があることに留意する」（P.7）とあり，事業者の適正な利益や配当を示す基準とし

て，収益性判断基準（PIRR，EIRR）や安全性判断基準を採用することとされている。 

 

【留意すべき事項】 

○ PFI 方式は，細かな仕様を定めず，性能発注（性能を満たしていればその手法を問わない発

注方式）を採用することにより，民間事業者のノウハウが発揮され，コスト削減等のメリッ

トの発生を期待するものである。 

○ 本事業は，現在の敷地内において，新しい建物を整備し，供用開始後は，指定管理者制度

の活用により，指定管理者が運営することを想定している。 

 

 

 

 

 

 

（注）関係資料（計画書，配置図等）を添付願います。 
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○事業手法の比較検討の前提条件 

【事業期間47年 従来方式：落札率93.2% PFI方式：従来方式20%削減】                （税抜き） 

 従来方式 ＰＦＩ方式 

事業期間 
設計・建設  7年  7年 

維持管理 40年 40年 

施設面積 

新居住棟ほか新設    16,350㎡    16,350㎡ 

体育館ほか改修   4,882.3㎡   4,882.3㎡ 

旧居住棟ほか解体 13,109.18㎡ 13,109.18㎡ 

   

初期投資 

調査・設計費  345百万円   276百万円 

建設費 7,568百万円 6,496百万円 

その他 
（工事監理間接経費） 

 278百万円   222百万円 

アドバイザー費 -  27.3百万円 

導入可能性調査費 -  3.7百万円 

計 8,191百万円 7,025百万円 

維持管理・運営費用（年額） 1,493百万円 1,452百万円 

大規模修繕費   901百万円   773百万円 

モニタリング費用 －   5.5百万円 

公租公課 

登録免許税 －    税率0.4% 

不動産取得税 － － 

法人税 －   税率40.9% 

減価償却費 建築物 － － 

資金調達 

自己資金 

（一般財源） 
－    25百万円 

起債 8,191百万円 － 

 
利率，償還方法

等 

金利  0.4％ 

償還期間 30年(据置5年) 

支払方法等 元利均等返済 

－ 

補助金 －  

市中銀行借入 － 7,000百万円 

 
利率，償還方法

等 
－ 

金利 2.9％ 

償還期間 30年(据置5年) 

支払方法等 元利均等返済 

事業者収益率等 － 

ＰＩＲＲ 2.906 

ＥＩＲＲ  7.072 

ＤＳＣＲ  1.168 

割引率 1.4％  1.4％ 

 

県の財政負担額 
実額 68,172百万円 72,699百万円 

現在価値 48,962百万円 50,263百万円 

ＶＦＭ 

（リスク調整前） 

軽減額 －  ▲1,301百万円 

軽減率 － ▲2.66% 

 

県の財政負担額           単位：百万円 

 
※従来方式とＰＦＩ方式を比較するグラフを作成願います。 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

現在価値 

実額 

PFI方式 

従来方式 
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○事業手法の比較検討の前提条件（参考） 

【事業期間47年 従来方式：100% PFI方式：従来方式20%削減】                       （税抜き） 

 従来方式 ＰＦＩ方式 

事業期間 
設計・建設  7年  7年 

維持管理 40年 40年 

施設面積 

新居住棟ほか新営    16,350㎡    16,350㎡ 

体育館ほか改修   4,882.3㎡   4,882.3㎡ 

旧居住棟ほか解体 13,109.18㎡ 13,109.18㎡ 

   

初期投資 

調査・設計費  345百万円   276百万円 

建設費 8,120百万円 6,496百万円 

その他 
（工事監理間接経費） 

 278百万円   222百万円 

アドバイザー費 -  27.3百万円 

導入可能性調査費 -  3.7百万円 

計 8,743百万円 7,025百万円 

維持管理・運営費用（年額） 1,514百万円 1,597百万円 

大規模修繕費   966百万円   850百万円 

モニタリング費用 －     6百万円 

公租公課 

登録免許税 －    税率0.4% 

不動産取得税 － － 

法人税 －   税率40.9% 

減価償却費 建築物 － － 

資金調達 

自己資金 

（一般財源） 
－    25百万円 

起債 8,743百万円 － 

 
利率，償還方法

等 
－ － 

補助金 －  

市中銀行借入 － 7,000百万円 

 
利率，償還方法

等 
－ 

金利 2.9％ 

償還期間 30年(据置5年) 
支払方法等 元利均等返済 

事業者収益率等 － 

ＰＩＲＲ 2.907 

ＥＩＲＲ  6.888 

ＤＳＣＲ  1.152 

割引率 1.4％ 1.4％ 

 

県の財政負担額 
実額 69,644百万円 72,699百万円 

現在価値 50,114百万円 50,263百万円 

ＶＦＭ 

（リスク調整前） 

軽減額 －  ▲149百万円 

軽減率 － ▲0.3% 

 

県の財政負担額           単位：百万円 

 
※従来方式とＰＦＩ方式を比較するグラフを作成願います。 

 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

現在価値 

実額 
PFI方式 

従来方式 
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宮城県船形コロニー整備（建替・改修）事業 案内・位置図 

 

◆案内図

 

 

◆位置図（建物別建設時期，入所利用者の主な特性，入所利用者数） 

 

大衡IC◎
大衡村役場

宮城県黒川高校

○大和町役場
◎

○
大和警察署

○
大和町総合体育館

七ツ森湖

大和IC

県道１４７号線

至 富谷町

至 大崎市 至 古川駅

至 仙台駅

船形コロニー
（整備場所）

国道４５７号線

国道４号線

平成 28 年 6 月 20 日 

保健福祉部障害福祉課 
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復
興
を
契
機
とし
た

新
しい
み
や
ぎ
の
環
境
の
創
造
を
目
指
して

宮
城
県

環
境
基
本
計
画
【概
要
版
】

宮
城
県
環
境
基
本
計
画
【
概
要
版
】
の

作
成
（
紙
の
総
使
用
量
）に
お
け
る
一

冊
あ
た
り
の
CO

2
排
出
量
は
46
ｇで
す
。

©
宮
城
県
・
旭
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

宮
城
県
環
境
生
活
部
　
環
境
政
策
課

〒
9
8
0
-8
5
7
0
 宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
3
-8
-1

TE
L 
0
2
2
-2
11
-2
6
6
3
   
 F
A
X
 0
2
2
-2
11
-2
6
6
9

M
ai
l A
dd
re
ss
   
 k
an
ky
op
@
pr
ef
.m
iy
ag
i.j
p

　
県
で
は
、
み
や
ぎ
の
環
境
情
報
を
発
信
す
る
た
め
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

と
し
て
、「
み
や
ぎ
環
境
ウ
ェ
ブ
」
を
公
開
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
サ
イ
ト
で
は
、
環
境
に
関
す
る
県
の
し
ご
と
の
ほ
か
、
環
境
に

関
す
る
イ
ベ
ン
ト
情
報
、
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
環
境
に
つ
い
て
勉
強
で
き
る
用
語
集
や
ク
イ
ズ
、
自
然
体
験

施
設
の
紹
介
を
し
て
い
ま
す
。

ア
ド
レ
ス
　
ht
tp
://
w
w
w
.p
re
f.m
iy
ag
i.j
p/
si
te
/k
an
ky
o-
w
eb
/

宮
城
県
の
環
境
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
「
み
や
ぎ
環
境
ウ
ェ
ブ
」
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宮
城
県
環
境
基
本
条
例

（
平
成
7年

4月
）

宮
城
県
環
境
基
本
計
画

環
境
分
野
の
個
別
計
画
･関
連
計
画

根
拠
（
第
9条

第
1項

）

施
策
の
基
本
的
方
向
性

地
域
計
画

環
境
基
本
法

（
平
成
5年

11
月
）

環
境
基
本
計
画

（
第
四
次
環
境
基
本
計
画
）

宮 城 県 震 災 復 興 計 画

宮 城 県 総 合 計 画

︵ 宮 城 の 将 来 ビ ジ ョ ン ︶宮
城
県

国

1
2

　
県
で
は
、東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め「
宮
城
県
震
災
復
興
計
画
」を
策
定
し
、平
成
3
2
年
度
を
目
標
と
し
て
、集
中
的
に
復

旧
・
復
興
事
業
や
県
の
発
展
の
た
め
の
新
し
い
取
組
を
進
め
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
事
業
に
よ
り
、一
時
的
に
環
境
へ
の
負
荷
は
増
え
、県

の
環
境
や
社
会
状
況
も
大
き
く
変
化
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
復
興
事
業
に
よ
る
環
境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
配
慮
し
、環
境
へ
の
影
響
の
少
な
い
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
重
点
的
に
進
め
る
た
め
、本

計
画
の
期
間
を
宮
城
県
震
災
復
興
計
画
の
終
期
と
合
わ
せ
、平
成
28
年
度
か
ら
平
成
32
年
度
ま
で
の
５
年
間
と
し
ま
し
た
。

　
県
の
環
境
の
課
題
が
解
決
に
向
か
い
、豊
か
な
森
や
海
な
ど
の
美
し
い
自
然
が
守
ら
れ
、す
べ
て
の
県
民
が
自
然
か
ら
の
恵
み
を
持
続

的
に
享
受
で
き
る
、将
来
に
わ
た
り
安
心
し
て
快
適
に
暮
ら
せ
る
県
土
を
目
指
し
ま
す
。

計
 画
 の
 期
 間

　
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
お
け
る
課
題
は
早
急
に
対
応
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。こ
の
た
め
、平
成
3
2
年
度
ま
で
に「
復
興
の

た
め
の
重
点
的
な
取
組
」を
進
め
ま
す
。ま
た
、環
境
の
将
来
像
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、「
低
炭
素
社
会
」・「
循
環
型
社
会
」・「
自
然
共
生

社
会
」が
実
現
し
、そ
の
基
盤
と
な
る「
安
全
で
良
好
な
生
活
環
境
」が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。こ
の
4
つ
を「
将
来
像
実
現
の
た

め
の
政
策
」の
柱
と
し
て
掲
げ
、体
系
的
に
施
策
を
進
め
ま
す
。

環
境
基
本
計
画
の
体
系

　
環
境
基
本
計
画
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、以
下
の
よ
う
な
将
来
像
を
目
指
し
ま
す
。

計
画
が
目
指
す
環
境
の
将
来
像

豊
か
で
美
し
い
自
然
と
と
も
に
、健
や
か
で
快
適
な
暮
ら
し
が
次
世
代
へ
受
け
継
が
れ
る
県
土

　
県
民
・
事
業
者
・
民
間
団
体
及
び
行
政
な
ど
が
、日
常
生
活
や
事
業
活
動
に
よ
る
環
境
へ
の
影
響
を
少
な
く
す
る
こ
と
は
、持
続
可
能
な

社
会
の
実
現
の
た
め
に
絶
対
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
省
資
源
・
自
然
環
境
を
守
る
こ
と
に
進
ん
で
取
り
組
み
、

行
動
す
る
地
域
社
会
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。 （
※
事
業
者
と
は
利
益
を
得
る
た
め
の
事
業（
仕
事
）を
行
う
人
、会
社
の
こ
と
で
す
。）

持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
向
け
て
地
域
社
会
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
人
が
行
動
す
る
地
域
社
会

復
興
を
契
機
と
し
た

　
　
　
　
　
　
新
し
い
み
や
ぎ
の
環
境
の
創
造
を
目
指
し
て

復
興
を
契
機
と
し
た

　
　
　
　
　
　
新
し
い
み
や
ぎ
の
環
境
の
創
造
を
目
指
し
て

復
興
の
た
め
の
重
点
的
な
取
組

　
復
興
を
契
機
と
し
た
先
進
的
な
地
域
づ
く
り

　
防
災・
復
興
事
業
に
お
け
る
自
然
環
境
や
生
活
環
境
へ
の
配
慮
の
促
進

　
放
射
性
物
質
の
付
着
し
た
廃
棄
物
等
の
適
正
な
処
理
の
促
進

す
べ
て
の
基
盤
と
な
る
施
策

将
来
像
を
実
現
す
る
た
め
の
政
策
 1

低
炭
素
社
会
の
形
成

　「
低
炭
素
社
会
」と
は
、地
球
温
暖
化
の
原
因
と
な
る

二
酸
化
炭
素（
Ｃ
Ｏ
2
）の
排
出
を
低
く
抑
え
た
社
会
の

こ
と
で
す
。

将
来
像
を
実
現
す
る
た
め
の
政
策
 2

循
環
型
社
会
の
形
成

　「
循
環
型
社
会
」と
は
、廃
棄
物
の
排
出
を
抑
え
る
と
と

も
に
、廃
棄
物
を
で
き
る
だ
け
再
利
用
す
る
こ
と
で
、鉱
物

な
ど
の
天
然
資
源
の
消
費
を
減
ら
し
、環
境
へ
の
負
荷
を

少
な
く
し
た
社
会
の
こ
と
で
す
。

将
来
像
を
実
現
す
る
た
め
の
政
策
 3

自
然
共
生
社
会
の
形
成

「
自
然
共
生
社
会
」
と
は
、
生
物
多
様
性
が
適
切
に
保
た

れ
、
自
然
と
調
和
し
た
生
活
や
農
林
水
産
業
を
含
む
社
会

経
済
活
動
が
行
わ
れ
る
社
会
の
こ
と
で
す
。

４
つ
の
将
来
像
を
実
現
す
る
た
め
の
政
策
に
共
通
す
る
基
盤
的
な
施
策
で
す
。将
来
像
を
実
現
す
る
た
め
の
政
策
 4

安
全
で
良
好
な
生
活
環
境
の
確
保

　「
安
全
で
良
好
な
生
活
環
境
の
確
保
」と
は
、私
た
ち
の
健

康
へ
の
影
響
が
な
い
良
好
な
大
気・
水
環
境
な
ど
の
生
活
環

境
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、低
炭
素
社
会・
循
環
型
社
会・
自

然
共
生
社
会
を
形
成
す
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
す
。

　
私
た
ち
は
海
、山
、川
、平
野
が
調
和
し
た
美
し
い
宮
城
県
の
自
然
環
境
か
ら
、多
く
の
恵
み
を
受
け
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
ま
す
。し
か

し
、近
年
の
社
会
経
済
活
動
の
飛
躍
的
な
発
展
、資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
大
量
に
消
費
す
る
生
活
ス
タ
イ
ル
へ
の
変
化
に
よ
り
、生
活
は
便

利
で
豊
か
に
な
っ
た
も
の
の
、地
球
温
暖
化
や
廃
棄
物
の
増
大
、大
気
環
境
の
汚
染
な
ど
、私
た
ち
の
生
活
が
自
然
環
境
に
与
え
る
影
響

は
大
き
く
、環
境
を
損
な
う
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、平
成
2
3
年
３
月
1
1
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、地
震
の
揺
れ
に
よ
る
被
害
だ
け
で
な
く
、広
範
囲
に
わ
た
る
津

波
の
襲
来
に
よ
り
、県
沿
岸
部
を
中
心
と
し
て
本
県
の
環
境
は
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
し
た
。現
在
も
、東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
事
故
に
と
も
な
い
環
境
中
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
や
、除
染
に
と
も
な
い
発
生
し
た
土
壌
の
処

理
が
緊
急
に
対
応
す
べ
き
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
宮
城
県
環
境
基
本
計
画
は
、県
の
環
境
に
お
け
る
課
題
の
解
決
と
、良
好
な
環
境
の
保
全
及
び
創
造
に
関
し
、平
成
3
2
年
度
ま
で
の
５

年
間
に
県
が
実
施
す
る
施
策
の
方
向
性
を
定
め
る
計
画
で
す
。ま
た
、県
民
・
事
業
者
・
民
間
団
体
及
び
各
市
町
村
な
ど
県
の
環
境
に
か
か

わ
る
す
べ
て
の
人
が
、環
境
に
つ
い
て
考
え
、行
動
す
る
際
の
指
針
で
も
あ
り
ま
す
。

計
画
の
位
置
づ
け

　
環
境
基
本
計
画
は
、県
の
行
政
運
営
の
基
本
的
な
指
針
で
あ
る「
宮
城
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン（
平
成
1
9
年
３
月
）」
の
個
別
計
画
で
あ
り
、

国
の
環
境
政
策
上
の
地
域
計
画
で
あ
る
ほ
か
、県
民
・
事
業
者
・
民
間
団
体
及
び
各
市
町
村
な
ど
が
、環
境
に
関
し
考
え
、行
動
す
る
際
の

指
針
と
な
る
計
画
で
す
。
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１
　
復
興
を
契
機
と
し
た
先
進
的
な
地
域
づ
く
り
の
推
進

3
4

　
東
日
本
大
震
災
で
は
、地
震
、津
波
に
よ
る
動
植
物
へ
の
直
接
的
な
影
響
、東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
放
射
性

物
質
の
放
出
な
ど
、県
の
環
境
は
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
し
た
。ま
た
、復
興
事
業
に
よ
る
沿
岸
部
生
態
系
へ
の
影
響
や
、土
砂
採
取
の
た

め
の
森
林
の
開
発
の
増
加
、工
事
に
伴
う
騒
音
・
振
動
な
ど
の
生
活
環
境
へ
の
影
響
や
廃
棄
物
の
増
大
の
ほ
か
、原
発
事
故
由
来
の
放
射

性
物
質
が
付
着
し
た
廃
棄
物
等
へ
の
対
策
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
は
復
興
の
た
め
の
課
題
と
し
て
、特
に
重
点
的
に

取
組
を
進
め
ま
す
。

　
東
日
本
大
震
災
の
被
害
が
大
き
か
っ
た
沿
岸
地
域
を
中
心
に
、復
興
事
業
で
新
し
い
ま
ち
が
整
備
さ
れ
ま
す
。

　
県
で
は
、震
災
か
ら
の
復
興
を
き
っ
か
け
と
し
て
、再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
や
災
害
時
の
活
用
、地
域
の
産
業
振
興
に
つ

な
が
る
自
立・
分
散
型
の
地
産
地
消
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
導
入
し
た
、よ
り
先
進
的
な
エ
コ
タ
ウ
ン
の
形
成
な
ど
、地
域
の
経
済
、社
会
の
低

炭
素
化
に
よ
る
先
進
的
な
地
域
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

２
　
防
災・
復
興
事
業
に
お
け
る
自
然
環
境
や
生
活
環
境
へ
の
配
慮
の
促
進

　
平
成
2
7
年
現
在
、
沿
岸
部
で
は
津
波
・
高
潮
対
策
の
た
め
、
海
岸
堤
防
の
整
備
等
の
復
旧
・
復
興
事
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

必
要
不
可
欠
な
事
業
で
す
が
、
地
形
を
大
き
く
改
変
す
る
た
め
、
沿
岸
か
ら
内
陸
に
か
け
て
の
自
然
の
つ
な
が
り
が
分
断
さ
れ
る
こ

と
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
県
の
内
陸
部
で
も
、
土
地
の
嵩
上
げ
に
用
い
る
土
砂
を
確
保
す
る
た
め
森
林
が
切
り
開
か
れ
る
な
ど
、

地
形
や
環
境
が
変
化
し
た
場
所
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
復
旧
・
復
興
事
業
が
集
中
し
て
行
わ
れ
る
た
め
、
資
材
な
ど
を
運
搬
す
る
車
両
の
通
行
が
増
え
、
建
設
機
械
（
重
機
）
な

ど
の
稼
働
も
増
加
し
て
い
ま
す
。
大
気
汚
染
や
騒
音
・
振
動
と
い
っ
た
生
活
環
境
へ
の
影
響
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
 再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
活
用
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
最
適
化

　
住
宅
へ
の
高
性
能
な
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
、太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
や
蓄
電
池
等
の
創
・
蓄
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
の
設
置
や
、住
宅
の
断

熱
改
修
を
支
援
し
、エ
ネ
ル
ギ
ー
の
自
家
消
費
と
利
用
の
効
率
化
を
図
り
ま
す
。ま
た
、市
町
村
が
行
う
公
共
施
設
や
道
路
照
明
な
ど
の

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
を
支
援
し
ま
す
。　

　
さ
ら
に
、地
域
特
性
に
応
じ
た
エ
コ
タ
ウ
ン
形
成
の
実
現
可
能
性
調
査
や
、エ
コ
タ
ウ
ン
形
成
事
業
計
画
の
策
定
を
支
援
し
、再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
、エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地
産
地
消
シ
ス
テ
ム
の
形
成
を
目
指
し
ま
す
。

具
体
的
な
施
策

復
興
の
た
め
の
重
点
的
な
取
組

　
 防
災・
復
興
事
業
の
工
事
に
お
け
る
自
然
環
境
へ
の
配
慮

　
防
災
や
復
旧
・
開
発
事
業
に
お
い
て
、各
分
野
の
専
門
家
・
学
識
者
か
ら
助
言
・
指
導
を
受
け
、地
域
の
生
態
系
、自
然
環
境
へ
の
影
響
を

予
測
し
、可
能
な
限
り
環
境
へ
の
影
響
を
低
減
し
た
工
事
を
行
い
ま
す
。ま
た
、沿
岸
部
の
復
旧
工
事
に
お
い
て
は
、「
宮
城
県
沿
岸
域
河

口
部
・
海
岸
施
設
復
旧
に
お
け
る
環
境
等
検
討
委
員
会
」を
設
置
し
、自
然
環
境
へ
の
影
響
に
注
意
し
た
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
内
陸
部
の
森
林
で
は
、林
地
開
発
許
可
制
度（
1
ha
を
超
え
る
開
発
に
は
知
事
の
許
可
が
必
要
な
制
度
）に
よ
り
、無
秩
序
な
開
発
を
規

制
し
ま
す
。ま
た
、違
法
な
土
砂
の
採
取
等
の
未
然
防
止
と
早
期
発
見
の
た
め
、市
町
村
と
連
携
し
た
パ
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
し
ま
す
。

県
が
進
め
る
施
策

　
 防
災・
復
興
事
業
に
お
け
る
生
活
環
境
へ
の
配
慮

　
大
気
汚
染
や
騒
音
を
監
視
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
を
行
い
、工
事
車
両
の
増
加
な
ど
に
よ
る
生
活
環
境
へ
の
影
響
を
把
握
し
ま
す
。

ま
た
、必
要
に
応
じ
て
作
業
現
場
へ
の
立
入
検
査
を
実
施
し
、法
律
・
条
例
に
基
づ
く
騒
音
・
振
動
の
規
制
値
を
守
る
よ
う
指
導
し
ま
す
。

　
県
の
事
業
で
は
、周
辺
環
境
に
配
慮
し
た
工
事
を
行
う
よ
う
、工
事
業
者
を
指
導
し
ま
す

３
　
放
射
性
物
質
の
付
着
し
た
廃
棄
物
等
の
適
正
な
処
理
の
促
進

　
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
と
も
な
い
、環
境
中
に
多
量
の
放
射
性
物
質
が
放
出
さ
れ
ま
し
た
。平
成
27
年
度
現

在
、事
故
直
後
と
比
較
し
て
環
境
中
の
放
射
線
量
は
減
っ
て
い
ま
す
が
、放
射
性
物
質
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
除
染
作
業
に
よ
っ
て
発
生
し
た
除
染
廃
棄
物
と
除
去
土
壌
は
、発
生
し
た
市
町
村
の
責
任
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

除
去
土
壌
に
つ
い
て
は
処
理
の
基
準
が
ま
だ
定
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、各
市
町
に
よ
り
仮
置
場
な
ど
で
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、8
,0
0
0
B
q/
kg
以
下
の
放
射
性
物
質
が
付
着
し
た
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、通
常
の
一
般
ご
み
と
同
様
に
、発
生
し
た
市
町

村
等
が
処
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、処
理
は
あ
ま
り
進
ん
で
お
ら
ず
、早
期
に
完
了
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
 除
染
対
策
の
支
援

　
除
去
土
壌
の
処
分
に
つ
い
て
は
、早
期
の
処
分
基
準
制
定
を
国
に
要
望
し
ま
す
。ま
た
、市
町
村
の
除
染
を
進
め
る
た
め
、除
染
支
援

チ
ー
ム
を
派
遣
し
、除
染
技
術
に
関
す
る
指
導
や
助
言
を
行
う
除
染
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
設
置
し
ま
す
。

県
が
進
め
る
施
策

　
 放
射
性
物
質
の
付
着
し
た
8，
00
0B
q/
kg
以
下
の
廃
棄
物
の
適
正
処
理
の
促
進

　
8
，0
0
0
B
q/
kg
以
下
の
放
射
性
物
質
が
付
着
し
た
廃
棄
物
は
、国
の
実
証
実
験
や
他
県
の
事
例
に
よ
り
、通
常
の
一
般
ご
み
と
混
合

し
て
焼
却
す
る
こ
と
で
、安
全
な
処
理
が
で
き
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、早
期
に
処
理
が
完
了
す
る
よ
う
、市

町
村
等
へ
の
支
援
や
、安
全
性
に
関
す
る
県
民
へ
の
情
報
提
供
を
行
い
ま
す
。

　
 防
災
に
配
慮
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入

　
防
災
拠
点
・
病
院
等
へ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
等
の
導
入
や
、市
町
が
整
備
す
る
災
害
公
営
住
宅
へ
の
太
陽
光
発
電
の
導
入
な

ど
、自
立
・
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
の
整
備
を
推
進
し
ま
す
。

　
ま
た
、再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
を
利
用
し
た
防
災
体
制
の
強
化
に
努
め
ま
す
。

　
 地
域
の
産
業
振
興
に
つ
な
が
る
再
生
可
能

   
 エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入・
活
用
の
推
進

　
県
内
の
事
業
者
の
実
施
す
る
、再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
等
を
利
用
し
た
環
境
負
荷
低
減
の
取
組
や
新
製

品
の
開
発
の
ほ
か
、省
エ
ネ
・
再
エ
ネ
設
備
の
導
入
を

支
援
し
ま
す
。木
質
バ
イ
オ
マ
ス
に
つ
い
て
は
、未
利

用
間
伐
材
の
搬
出
経
費
や
木
質
燃
料
を
利
用
す
る
ボ

イ
ラ
ー
の
導
入
の
支
援
を
行
う
ほ
か
、バ
イ
オ

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
の
製
造
や
導
入
に
つ
い
て
も
支
援

し
ま
す
。

　
さ
ら
に
、創
造
的
な
復
興
に
向
け
た
取
組
と
し
て
、

水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
拡
大
に
向
け
た
取
組
を
進

め
、「
東
北
に
お
け
る
水
素
社
会
先
駆
け
の
地
」を
目

指
し
ま
す
。
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図
　
部
門
別
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
推
移

出
典
：
宮
城
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
状
況
）

図
　
ご
み
（
一
般
廃
棄
物
排
出
量
）
の
推
移

出
典
：
宮
城
県
環
境
白
書
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6

　
県
は
、平
成
16
年
度
よ
り
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

導
入
や
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
促
進
す
る
な
ど
の
排
出
削

減
対
策
に
取
り
組
ん
で
お
り
、県
の
温
室
効
果
ガ
ス
排

出
量
は
平
成
17
年
度
以
降
減
少
し
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、東
日
本
大
震
災
の
影
響
を
受
け
、県
を
取

り
巻
く
社
会
的
・
経
済
的
情
勢
は
大
き
く
変
化
し
て
お

り
、平
成
2
4
年
度
の
排
出
量
は
増
加
に
転
じ
ま
し
た
。

今
後
も
、火
力
発
電
所
の
稼
働
率
の
上
昇
や
、震
災
復

興
事
業
の
影
響
か
ら
、温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
は
増

加
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、部
門
別
の
排
出
量
を
み
る
と
家
庭
か
ら
の
温

室
効
果
ガ
ス
排
出
量
は
平
成
2
年
か
ら
増
加
傾
向
に

あ
り
ま
す
。県
内
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
を
削
減
す

る
た
め
に
は
、県
民
・
事
業
者
・
民
間
団
体
及
び
行
政
が

一
体
と
な
り
、社
会
全
体
の
低
炭
素
化
の
た
め
の
取
組

を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
 暮
ら
し
や
事
業
活
動
に
お
け
る
低
炭
素
化
の
推
進

　「
ダ
メ
だ
っ
ち
ゃ
温
暖
化
」宮
城
県
民
会
議
な
ど
、地
球
温
暖
化
防
止
に
関
す
る
県
民
運
動
を
広
げ
る
ほ
か
、住
宅
や
事
業
所
、工
場
へ

の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
、省
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
の
導
入
や
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
果
の
あ
る
リ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
の
対
策
を
支
援

し
ま
す
。

県
が
進
め
る
施
策

　
 地
域
づ
く
り
と
連
動
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
や
エ
コ
タ
ウ
ン
形
成
の
促
進

　
太
陽
光
発
電
や
小
水
力
発
電
な
ど
、地
域
特
性
に
応
じ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
や
、公
共
施
設
等
イ
ン
フ
ラ
の
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
化
に
よ
り
、環
境
負
荷
の
少
な
い
エ
コ
タ
ウ
ン
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。ま
た
、先
進
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
る
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
普
及
を
進
め
ま
す
。

　
 地
域
に
根
ざ
し
た
産
業
全
体
の
低
炭
素
化
の
実
現

　
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
関
連
産
業
の
創
出
・
育
成
に
よ
り
、環
境
と
経
済
が
両
立
し
た
地
域
社
会
の
形
成
を
目
指
し
ま
す
。地
産
地

消
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
、バ
イ
オ
マ
ス
等
を
利
活
用
し
た
先
駆
的
な
事
業
や
地
域
づ
く
り
を
支
援
し
ま
す
。

　
間
伐
や
森
林
整
備
等
に
よ
る
、森
林
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
の
吸
収
・
固
定
能
力
の
維
持
向
上
を
目
指
し
ま
す
。

将
来
像
を
実
現

す
る
た
め
の
政
策

低
炭
素
社
会
の
形
成

1
　
県
は
、県
民
・
事
業
者
へ
の
３
Ｒ
の
推
進
を
は
じ
め
、

循
環
型
社
会
の
形
成
に
向
け
、市
町
村
の
支
援
や
啓

発
・
環
境
教
育
な
ど
に
取
り
組
ん
で
お
り
、県
全
体
の

ご
み
の
排
出
量
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、東
日
本
大
震
災
以
降
、ご
み
の
排
出
量
は

増
大
し
、家
庭
ご
み
な
ど
の
一
般
廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル

率
は
低
迷
し
て
い
ま
す
。特
に
、紙
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な

ど
の
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る
資
源
が
、燃
え
る
ご
み
の
中

に
混
入
し
て
い
る
こ
と
が
増
え
て
い
ま
す
。ま
た
、震

災
復
興
事
業
に
と
も
な
い
、産
業
廃
棄
物
量
も
増
加
し

て
い
ま
す
。　

　
ご
み
排
出
量
を
削
減
し
、リ
サ
イ
ク
ル
率
を
増
加
さ

せ
る
た
め
、県
全
体
で
３
Ｒ
の
取
組
を
進
め
て
行
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
 県
民・
事
業
者・
民
間
団
体
及
び
行
政
な
ど
、す
べ
て
の
主
体
の
行
動
の
促
進

　
県
民
・
事
業
者
・
民
間
団
体
及
び
行
政
な
ど
が
、改
め
て
３
Ｒ
を
意
識
し
た
行
動
を
実
践
す
る
た
め
の
施
策
を
進
め
ま
す
。 

　
県
民
が
日
々
の
生
活
の
中
で
、廃
棄
物
の
減
量
化
や
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
環
境
に
配
慮
し
た
取
組
を
実
行
し
、ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
し
て

定
着
で
き
る
よ
う
、環
境
教
育
や
普
及
啓
発
を
進
め
ま
す
。

県
が
進
め
る
施
策

　
 廃
棄
物
の
適
正
処
理
の
推
進

　
事
業
者
や
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
へ
の
指
導
や
不
法
投
棄
の
監
視
強
化
、違
反
行
為
者
に
対
す
る
迅
速
・
厳
格
な
対
応
を
進
め
ま

す
。ま
た
、東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
発
生
し
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
の
経
験
を
踏
ま
え
、新
た
に
県
の
災
害
廃
棄
物
処
理
計
画
を
策

定
し
ま
す
。

　
 循
環
型
社
会
を
支
え
る
基
盤
の
充
実

　
生
産
・
流
通
・
消
費
・
廃
棄
な
ど
の
各
段
階
に
お
い
て
、廃
棄
物
等
の
３
Ｒ
を
効
果
的
に
促
進
し
ま
す
。広
報
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど

を
活
用
し
た
情
報
発
信
、 
３
Ｒ
に
関
す
る
施
設
整
備
の
支
援
、宮
城
県
グ
リ
ー
ン
製
品
の
認
定
、リ
サ
イ
ク
ル
業
者
へ
の
指
導
な
ど
、県
民

や
事
業
者
、自
治
体
等
へ
情
報
の
提
供
や
新
技
術
開
発
へ
の
支
援
等
を
進
め
ま
す
。

　
 循
環
資
源
の
3Ｒ
推
進

　
ご
み
と
し
て
排
出
さ
れ
る
も
の
の
中
に
は
、リ
ユ
ー
ス
や
リ
サ
イ
ク
ル
に
よ
り
有
用
な
資
源
と
な
る
も
の（
循
環
資
源
）が
含
ま
れ
て

い
ま
す
。循
環
資
源
を
適
正
に
利
用
す
る
た
め
、資
源
の
種
類
ご
と
に
対
策
を
進
め
ま
す
。

将
来
像
を
実
現

す
る
た
め
の
政
策

循
環
型
社
会
の
形
成

2
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7
8

　
海
、山
、川
、平
野
が
調
和
す
る
宮
城
県
の
豊
か
な
自

然
は
、農
林
水
産
業
を
は
じ
め
、私
た
ち
に
多
く
の
恵
み

を
与
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
多
様
な
自
然
を
守
る
た
め
に
は
、保
全

す
る
だ
け
で
は
な
く
、適
切
な
利
用
に
よ
る
管
理
を
し

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、近
年
は
産
業
構
造
の
変

化
や
急
速
な
少
子
高
齢
化
に
よ
り
、維
持
管
理
さ
れ
な

い
森
林
や
耕
作
放
棄
地
が
増
え
て
い
ま
す
。ま
た
、人

里
に
イ
ノ
シ
シ
や
ニ
ホ
ン
ジ
カ
が
現
れ
、農
作
物
へ
の

被
害
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　
豊
か
な
環
境
を
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め
、生
態
系

の
保
全
や
、適
切
な
維
持
管
理
が
行
え
る
取
組
を
進

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。　

　
 健
全
な
生
態
系
の
保
全
及
び
生
態
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

　
河
川
、自
然
公
園
、里
地
里
山
な
ど
を
適
切
に
管
理
・
整
備
す
る
こ
と
で
、多
様
な
生
物
が
安
定
し
て
生
息
・
生
育
で
き
る
環
境
の
保
全

を
進
め
ま
す
。ま
た
、生
物
の
生
息
・
生
育
空
間
の
つ
な
が
り
や
適
切
な
配
置
を
確
保
し
、生
態
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
を
図
り
ま
す
。

県
が
進
め
る
施
策

　
 生
物
多
様
性
の
保
全
及
び
自
然
環
境
の
再
生

　
希
少
野
生
生
物
を
は
じ
め
と
す
る
在
来
野
生
生
物
の
保
護
・
保
全
対
策
、人
と
野
生
鳥
獣
の
適
切
な
関
係
を
維
持
す
る
た
め
の
野
生
鳥

獣
の
保
護
管
理
を
行
い
生
物
多
様
性
を
保
全
し
ま
す
。

　
ま
た
、地
域
協
働
を
基
本
と
し
た
自
然
環
境
の
保
全
、再
生
の
推
進
に
取
り
組
み
ま
す
。

　
 や
す
ら
ぎ
や
潤
い
の
あ
る
生
活
空
間
の
創
造

　
公
園
や
街
路
樹
な
ど
の
身
近
な
緑
や
、水
辺
な
ど
生
活
空
間
の
中
の
潤
い
の
あ
る
環
境
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。ま
た
、地
域
の
良
好
な
景
観
の

形
成
を
支
援
し
ま
す
。

将
来
像
を
実
現

す
る
た
め
の
政
策

自
然
共
生
社
会
の
形
成

3
　
県
は
、大
気
や
水
、土
壌
環
境
や
、騒
音・
振
動
な
ど
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
、工
場
・
事
業
場
な
ど
発
生
源
へ
の
対

策・
規
制
を
行
う
な
ど
、安
全
で
良
好
な
生
活
環
境
の
確

保
に
向
け
た
取
組
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　
本
県
の
環
境
は
お
お
む
ね
良
好
な
状
態
で
す
が
、大

気
環
境
に
つ
い
て
は
全
県
的
に
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト

の
環
境
基
準
を
達
成
し
て
い
な
い
こ
と
、水
環
境
に
つ
い

て
は
湖
沼
・
海
域
等
で
有
機
性
物
質
に
よ
る
汚
濁
の
環

境
基
準
を
達
成
し
て
い
な
い
な
ど
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。

　
安
全
で
良
好
な
生
活
環
境
を
確
保
す
る
た
め
、こ
れ
ま

で
の
取
組
を
引
き
続
き
行
う
ほ
か
、良
好
な
環
境
を
次
世

代
へ
継
承
し
て
い
く
体
制・
意
識
づ
く
り
を
進
め
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
 大
気
環
境
の
保
全

　
発
生
源
対
策
等
を
推
進
し
ま
す
。ま
た
、建
物
の
解
体
時
等
に
飛
散
の
お
そ
れ
の
あ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
や
工
場
及
び
事
業
場
等
か
ら
の
悪

臭
の
発
生
な
ど
、身
近
な
公
害
に
つ
い
て
も
継
続
的
に
監
視
を
行
い
ま
す
。

県
が
進
め
る
施
策

　
 水
環
境
の
保
全

　
河
川
、湖
沼
、海
域
な
ど
公
共
用
水
域
の
監
視
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、流
入
す
る
汚
濁
負
荷
を
減
ら
し
、水
質
環
境
基
準
を
達
成
す
る

た
め
、汚
濁
物
質
の
発
生
源
対
策
の
徹
底
等
の
施
策
を
進
め
ま
す
。

　
 土
壌
環
境
及
び
地
盤
環
境
の
保
全

　「
土
壌
汚
染
対
策
法
」に
基
づ
き
、土
壌
汚
染
の
状
況
に
応
じ
適
切
な
管
理
及
び
処
理
を
指
導
し
ま
す
。ま
た
地
盤
沈
下
が
み
ら
れ
る
地

域
に
お
い
て
、水
準
測
量
等
の
長
期
監
視
を
継
続
す
る
ほ
か
、地
下
水
の
揚
水
等
の
規
制
を
徹
底
し
ま
す
。

　
 地
域
に
お
け
る
静
穏
な
環
境
の
保
全

　
騒
音
の
環
境
基
準
の
達
成
及
び
維
持
を
図
り
ま
す
。ま
た
工
場
及
び
事
業
場
や
建
設
作
業
な
ど
の
騒
音
・
振
動
の
発
生
源
に
対
し
、法

令
に
基
づ
く
規
制
基
準
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
ま
す
。

　
 化
学
物
質
に
よ
る
環
境
リ
ス
ク
の
低
減

　
環
境
省
が
行
う
化
学
物
質
の
残
留
調
査
に
参
加
す
る
ほ
か
、ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
測
定・
公
表
を
行
い
ま
す
。ま
た
県
民
、事
業
者
及
び
行

政
が
化
学
物
質
に
関
す
る
情
報
を
共
有
し
、意
思
疎
通
と
相
互
の
理
解
を
深
め
る「
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」に
取
り
組
み
ま
す
。

　
 環
境
中
の
放
射
線・
放
射
能
の
監
視・
測
定
、知
識
の
普
及
啓
発

　
市
町
村
の
除
染
対
策
の
支
援
を
行
う
ほ
か
、放
射
線
・
放
射
能
を
計
画
的
に
測
定
、結
果
を
速
や
か
に
公
表
し
ま
す
。ま
た
放
射
線
・
放

射
能
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
を
進
め
ま
す
。

将
来
像
を
実
現

す
る
た
め
の
政
策

安
全
で
良
好
な
生
活
環
境
の
確
保

4

　
 豊
か
な
自
然
環
境
を
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
基
盤
づ
く
り

　
行
政
や
県
民
、民
間
団
体
及
び
専
門
家
等
に
よ
る
協
働
の
取
組
や
自
然
観
察
会
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
、環
境
に
配
慮
し
た
持
続
可
能

な
農
業
の
支
援
な
ど
の
取
組
を
進
め
ま
す
。

　
ま
た
自
然
環
境
の
現
状
に
関
す
る
情
報
を
的
確
に
把
握
し
、市
町
村
・
県
民
・
民
間
団
体
な
ど
と
共
有
す
る
と
と
も
に
、緊
密
な
連
携
に

よ
る
協
働
を
図
り
ま
す
。
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9
10

「
宮
城
県
環
境
教
育
基
本
方
針
」に
ES
D（
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め

の
教
育
）の
視
点
を
導
入
し
、学
校
や
社
会
に
お
け
る
環
境
教
育
を
進

め
ま
す
。さ
ら
に
、学
校
・
事
業
者
・
民
間
団
体
等
が
行
う
環
境
学
習
・

環
境
保
全
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

県
民
、事
業
者
が
環
境
配
慮
行
動
を
実
践
・
継
続
で
き
る
よ
う
な
方
策

を
検
討
し
ま
す

環
境
に
配
慮
さ
れ
た
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
す
る「
グ
リ
ー
ン
購

入
」の
普
及
を
進
め
ま
す
。

県
の
事
業
に
つ
い
て
も
、公
共
事
業
等
に
お
け
る
環
境
配
慮
を
推
進

し
、オ
フ
ィ
ス
活
動
で
は
環
境
負
荷
の
低
減
を
進
め
ま
す
。

グ
リ
ー
ン
行
動
の
促
進

　
開
発
行
為
や
、大
規
模
な
工
場
な
ど
を
立
地（
計
画
）す
る
事
業
者
に
対
し
、県
・
市
町
村
と
の
間
で
、環
境
の
保
全
・
公
害
発
生

の
防
止
等
を
目
的
と
す
る
協
定
を
締
結
し
ま
す
。ま
た
、事
業
者
に
環
境
影
響
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
環
境
配
慮
事
項
の
進
み
具
合

な
ど
の
報
告
を
求
め
、周
辺
環
境
の
保
全
を
図
り
ま
す
。

環
境
の
保
全
に
関
す
る
協
定
の
締
結

　
公
害
に
係
る
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
た
際
に
は
、現
場
の
状
況
を
確
認
し
ま
す
。そ
の
上
で
生
活
環
境
の
保
全
が
図
ら
れ
る
よ
う
、

原
因
の
究
明
や
発
生
源
へ
の
指
導
を
行
い
ま
す
。ま
た
、不
法
投
棄
な
ど
の
環
境
犯
罪
に
は
厳
格
に
対
応
し
ま
す
。

公
害
紛
争
等
の
適
切
な
処
理
及
び
環
境
犯
罪
対
策

　
開
発
行
為
を
進
め
る
た
め
に
は
、土
地
の
利
用
方
法
の
検
討
や
、周
辺
環
境
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
す
る
な
ど
の
配
慮
が
必

要
で
す
。開
発
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
生
態
系
へ
の
影
響
や
、事
業
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
生
活
環
境

及
び
自
然
環
境
へ
の
影
響
を
減
ら
す
た
め
、事
業
者
に
対
し
、環
境
配
慮
を
実
施
す
る
よ
う
指
導
を
行
い
ま
す
。

開
発
行
為
に
お
け
る
環
境
配
慮

　
各
種
環
境
規
制
法
や
公
害
防
止
条
例
の
的
確
な
運
用
に
努
め
る
と
と
も
に
、科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
、必
要
に
応
じ
、条
例
の
見
直

し
や
新
た
な
規
制
制
度
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

規
制
的
措
置

電
気
は
こ
ま
め
に
消
し
、人
の
い
な
い
場
所

な
ど
不
要
な
照
明
は
消
し
ま
し
ょ
う
。

家
に
い
る
と
き

持
続
可
能
な
社
会
を
つ
くる
た
め
、わ
た
し
た
ち
一
人
一
人
が
で
き
る
こ
と

　
現
在
の
環
境
問
題
は
、私
た
ち
の
日
常
生
活
や
経
済
活
動
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。宮
城
県
環
境
基
本
計
画
が
目
指
す
将
来
像
を

実
現
す
る
た
め
に
は
、県
・
県
民
・
事
業
者
・
民
間
団
体
な
ど
宮
城
県
に
関
わ
る
す
べ
て
の
人
が
、持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、

ご
み
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
減
ら
し
た
環
境
負
荷
の
少
な
い
生
活
や
事
業
活
動
に
切
り
替
え
、積
極
的
に
環
境
を
守
る
た
め
の
取
組

を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
一
人
一
人
が
普
段
の
生
活
の
中
か
ら
で
き
る
こ
と
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

冷
房
の
設
定
温
度
は
2
8
℃
、暖

房
の
設
定
温
度
は
2
0℃
程
度
と

し
ま
し
ょ
う
。

水
道
や
シ
ャ
ワ
ー
は
こ
ま
め
に
閉

め
ま
し
ょ
う
。

使
わ
な
い
服
や
家
具
で
、ま
だ
使

え
る
も
の
は
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ

な
ど
を
利
用
し
地
域
で
リ
ユ
ー
ス

し
ま
し
ょ
う
。

外
出・
買
い
物
の
と
き

野
菜
は
旬
な
も
の
や
県
内
産
の

露
地
も
の
を
選
び
ま
し
ょ
う
。ま

た
、必
要
な
分
だ
け
購
入
し
、捨

て
る
食
品
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う
。

形
や
デ
ザ
イ
ン
で
な
く
、消
費
電

力
、燃
費
な
ど
、ラ
ベ
ル
の
記
載

に
注
意
し
て
環
境
へ
の
負
荷
が

少
な
い
商
品
を
選
び
ま
し
ょ
う
。

マ
イ
バ
ッ
グ
を
持
参
し
て
い
ら

な
い
レ
ジ
袋
は
受
け
取
ら
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

な
る
べ
く
徒
歩
や
自
転
車
、

公
共
交
通
機
関
を
使
う
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

地
域
で
の
活
動
で

住
宅
を
新
築・
リ
フ
ォ
ー
ム
す
る
と
き

高
断
熱
化
や
設
備
の
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
化
、再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
導
入
な
ど
、家
全
体
で
環
境
負

荷
の
削
減
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

「
優
良
み
や
ぎ
材
」な
ど
の
県
産
材

を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

地
域
の
清
掃
活
動
や
植
林
、里
地
里
山
の
保

護
な
ど
の
環
境
活
動
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
。

す
べ
て
の
基
盤
と
な
る
施
策

　
４
つ
の
将
来
像
を
実
現
す
る
た
め
の
政
策
に
共
通
す
る
、基
盤
的
な
施
策
を
推
進
し
ま
す
。
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